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医療技術の発達などで、日本の平均寿命は大きく伸び
てきました。東京は、世界の主要都市の中で、最も長寿を
誇る都市となっています。高齢者一人ひとりの希望に応じ
て地域や社会で活躍できる、アクティブな「Ｃｈōｊｕ社会」
を実現していきたいと思います。
そのためにも、東京都は、安全・安心かつ質の高い保健

医療の提供に向けて、がん対策や救急医療、在宅療養など、
疾病・事業ごとに切れ目のない体制を整備し、医療人材の養成・確保等の取組
を進めています。
今後、東京の高齢化が更に進む一方で、生産年齢人口は減少に転じます。2050

年には、都民のおよそ３人に１人が 65 歳以上という、極めて高齢化が進んだ社
会が到来すると予測されています。人のいきいきとした活動が、東京の持続可能
な発展を支えます。その礎である安全・安心を一層強化するために、医療・介護サー
ビスへの需要の増大に対応し、将来にわたって都民の命と健康を守っていかなけ
ればなりません。
今回の「東京都保健医療計画」の改定では、これまでの取組を深化すると同

時に、新型コロナ対応や激甚化する自然災害を踏まえた有事における医療提供
体制の強化、質の高い医療を効率的に提供するための医療ＤＸの推進などを盛
り込んでいます。
計画の理念は、「誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる『東京』」

です。その実現に向けて、高度急性期から慢性期までの医療機能の分化・連携、
予防から治療、在宅療養に至るまでの各段階の取組、小児や働く世代、高齢者と
いったライフステージに応じた支援など、幅広い施策を着実に進めてまいります。
都民の皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。

令和６年３月

東京都知事

誰もが質の高い医療を受けられ、
　　安心して暮らせる『東京』を目指して
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